
 

 

 

 
（１）ごみ及び資源 

区

分 
種 別 処理量 収集区域 収集方法 運搬方法 処分方法 区民・事業者の協力義務等 

 

家 

庭 

廃 

棄 

物 

燃やすごみ 
(資源として分別回収する

ものを除く) 

41,470ｔ 

(日量134.2

ｔ) 

区全域 区が原則として

週２回収集す

る。 

自動車に

よる。 

 

原則として

中間処理し

た後、埋立

処分する。 

１．燃やすごみ、陶器･ガラス･金属ごみ及び各種資源に分別す

ること。 

２．燃やすごみ、陶器･ガラス･金属ごみ及び資源プラスチック

は、それぞれの収集日時に、あらかじめ定められたごみ集積

所(以下「ごみ集積所」という)へ排出すること。 

３．燃やすごみ、陶器･ガラス･金属ごみ及び資源プラスチック

は、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例等施行規則

(以下「規則」という)第16条第1項の基準に適合した容器

に収納して持ち出すこと。ただし、容器の持ち出し及び引き

取りが困難である場合には、規則第16条第2項の基準に適

合した袋により排出すること。 

なお、資源プラスチックは、内容物を除去し、汚れを落とし

たうえで排出すること。 

４．スプレー缶、カセットボンベ、ライター等は、できるだけ

中身を使い切って他のごみとは別の袋に入れ、中身が何かわ

かるよう表示して、陶器･ガラス･金属ごみの収集日時にごみ

集積所へ排出すること。 

５．水銀使用の体温計・血圧計は、他のごみとは別の袋に入れ、

中身が何かわかるよう表示して、陶器･ガラス･金属ごみの収

集日時にごみ集積所へ排出すること。 

６．びんはキャップを除去し軽く洗浄したうえで、缶は軽く洗

浄し簡易な圧縮をしたうえで、回収日時に、あらかじめ定め

られたびん･缶･ペットボトル集積所(以下「びん･缶･ペット

ボトル集積所」という)に出されるそれぞれの回収ケースへ

排出すること。 

７．ペットボトルの排出方法は次の２種類による。 

(1)自動回収機回収 

店頭等に設置した自動回収機に排出するときは、キャップ

とラベルを除去し洗浄したうえで、圧縮せずに入れるこ

と。 

(2)びん･缶･ペットボトル集積所回収 

びん･缶･ペットボトル集積所へ排出するときは、キャップ

とラベルを除去し洗浄及び簡易な圧縮をしたうえで、回収

日時に、びん･缶･ペットボトル集積所に出される回収ネッ

トへ入れること。 

８. 回収拠点（リサイクル展示室）へ排出するときは、紙パ

ックは、簡易に洗浄し、切り開いて乾かし束ねて、古布

は、洗濯したものを袋に入れて出すこと。 

９．乾電池等・小型充電式電池（セロハンテープ等で絶縁）・

小型家電（携帯電話、デジタルカメラ、卓上計算機など９

品目）、廃蛍光管は、区立施設等に設置した回収箱に、袋な

どから出して入れること。 

１０.廃食用油は、未使用品は元の容器のまま、使用品につい

ては、かすをできるだけ取り除いてペットボトルに入れ、

必ずふたをして回収拠点に出すこと。 

１１．古紙、古布については、集団回収等による再利用促進

の自主的な活動に参加・協力することなどにより、廃棄物

の減量及び資源の有効利用に努めること。 

１２．集団回収実践団体が、集団回収を行う場所として区長

に申し出た場所（以下「集団回収集積場所」という。）に古

紙、古布、びん、缶を排出する場合は、以下の方法による

こと。 

(1)古紙 

新聞・雑誌（雑がみ）・段ボール・紙パックの種類ごとにま

とめ、ひもでしばる。 

(2)古布 

ビニール袋に入れる。 

(3)びん、缶 

上記６に準じて、集団回収実践団体が定めた方法による。 

１３．中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例（以下

「条例」という）第35条第1項に規定する有害性の物、危

険性のある物等の排出禁止物を排出してはならない。 

陶器･ガラス･金属ごみ 
(資源として分別回収する

ものを除く) 

1,260ｔ 

(日量4.4ｔ) 
 

区が原則として

月２回収集す

る。 

民間施設に

搬入し、資

源化処理を

したものの

ほかは、中

間処理した

後、埋立処

分する。 

資源 

（再使用または再生利用

を目的として分別して

回収する、飲食用び

ん、飲食用缶、資源プ

ラスチック（プラスチ

ック製容器包装、プラ

スチックだけでできた

製品）（以下「資源プラ

スチック」という）、ペ

ットボトル、紙パッ

ク、布、乾電池等、小

型充電式電池、小型家

電［携帯電話、デジタ

ルカメラ、卓上計算機

など９品目］、廃蛍光管

及び廃食用油をいう） 

 

※上記のほか、区民団体 

による古紙、古布等の

集団回収 

(別記) 

6,849ｔ 

(日量22.2ｔ) 

 

 

区全域 びん、缶、資源

プラスチック

は、区が原則と

して週１回回収

する。 

自動車に

よる。 

 

原則として

民間施設で

中間処理し

た後、売却

または資源

化する。 

(茶色びん、

その他色

びん、プラ

スチック

製容器包

装及び一

部ペット

ボトルは、 

再商品化

事業者に

引き渡す) 

ペットボトルの

回収は次によ

る。 

(1)自動回収機回

収 

区が店頭に設

置した自動回収

機から都度回収

する。 

(2)びん･缶･ペッ

トボトル集積所 

回収 

区が原則とし

て週１回回収す

る。 

紙パック、古布、

乾電池等、小型家

電（携帯電話、デ

ジタルカメラ、卓

上計算機など９

品目）、廃蛍光管、

廃食用油につい

ては、区が区設置

の回収拠点から

回収する。 

12,064ｔ 

(日量39.0ｔ) 
※集団回収 

区全域 
(登録団体 

の定める 

地域) 

登録団体が契約

した業者が回収

する。 

（古紙、古布、

びん、缶） 

 

分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分並びに一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項等 
別 表 



  

区

分 
種 別 処理量 収集区域 収集方法 運搬方法 処分方法 区民・事業者の協力義務等 

 

家 

庭 

廃 

棄

物 

粗大ごみ 
(一辺が30㎝を超えるご

み。転居廃棄物、特定 

家庭用機器再商品化法に

基づく家電品目及び資源

の有効な利用の促進に関

する法律に基づく品目を

除く） 

 

3,074ｔ 

(日量9.9ｔ) 
※金属系粗大ご

みを含む 

 

区全域 区民の申し込み

に基づき､区が収

集する。 

自動車に

よる。 

 

原則として
中間処理し
た後、埋立
処分するほ
か、一部は
再利用のた
め区民等の
利用に供
し、一部金
属類は資源
化する。 

１．区粗大ごみ受付センターに申し込み、条例第33条の規

定により、指定された日時に、有料粗大ごみ処理券を添付

して排出すること。 

２．粗大ごみに含まれるポリ塩化ビフェニル(ＰＣＢ)は、

除去すること。 

 

転居廃棄物であって粗

大ごみの形状をしたも

の 

 

 

転居する者から処理を委託された引越荷物運送業者が、自

ら管理する収集区域内の保管倉庫まで収集運搬し、一般廃

棄物収集運搬業の許可を受けた者が引渡しを受け収集運搬

する。 

原則として

中間処理し

た後、埋立

処分する。 

１．転居する者は、やむを得ない事情により引越荷物運送

業者に処理を委任するときは、区長が別に定める事項を記

載した委任状等を当該引越荷物運送業者に交付すること。 

２．引越荷物運送業者は、一般廃棄物収集運搬業の許可を

受けた者に収集運搬を委託するときは、あらかじめ保管倉

庫の登録をすること。 

３．一般廃棄物収集運搬業者は、中間処理施設への持込に

必要な委任状等の書類の確認及び持込承認を清掃事務所で

受けること。 

特定家庭用機器再商品

化法に基づく家電品目 
[テレビ、エアコン、   

冷蔵庫、冷凍庫、 

洗濯機、衣類乾燥機] 

特定家庭用機器再商品化法第9条の規定による引き取り義

務のある場合は、区民の依頼により小売業者が収集する。 

引き取り義務のない場合、区民の申告により、廃棄物収集

運搬業の許可を受けた者が収集する。 

区民自らが直接中間集積所又は指定引取場所に持ち込むこ

ともできる。 

特定家庭用

機器再商品

化法に基づ

き製造事業

者等が資源

化する。 

１．製品を購入した販売店等に引き取りを求めること。 

２．排出者は、廃棄物処理業者等の指示により、リサイク

ル料金及び収集運搬料金を負担すること。 

３．天災に伴い排出される場合のリサイクル料金及び収集

運 

搬料金は区が負担する。 

資源の有効な利用の促

進に関する法律に基づ

く品目 
[パーソナルコンピュー

タ] 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の9の規定によ

る環境大臣の認定を受けた者が収集運搬する。 

資源の有効 

な利用の促 

進に関する 

法律に基づ 

き製造事業 

者等が資源 

化する。 

１．製造事業者等に引き取りを求めること。 

２．排出者は、製造事業者等の指示により、リサイクル料

金 

等を負担すること。 

３．天災に伴い排出される場合のリサイクル料金及び収集

運 

搬料金は区が負担する。 

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第10 条第 3 項に定

める認定を受けた者（以下「認定事業者」という。）が収集運搬、再資源化

を行う。 

認定事業者に申し込み、指示に従うこと。 

 

事

業

系

一

般

廃

棄

物 

燃やすごみ 
(一般廃棄物と併せて処

理する産業廃棄物の一部

を含む） 

 

22,046ｔ 

(日量71.3t) 

 

区全域 

 

事業者が自らの 

責任で行うこと 

が原則である

が、区が収集す

る場 

合は原則として 

週２回収集す

る。 

事業者が

自らの責

任で行う

もののほ

かは、自

動車によ

る。 

事業者が自

らの責任で

行うものの

ほかは、原

則として中

間処理した

後、埋立処

分する。 

１．区が行う収集に排出する場合は、燃やすごみ、陶器･ガ

ラス･金属ごみ及び各種資源に分別し､条例第34条の規定に

より､有料ごみ処理券を添付して排出すること。ただし､こ

れにより難いと区長が認めるときは､区長の指示に従うこ

と。 

２．排出にあたっては、条例第39条に定める保管場所に持

ち出すなど区長の指示に従うこと。 

３．燃やすごみ、陶器･ガラス･金属ごみ及び資源プラスチ

ックは、規則第16条第1項の基準に適合した容器あるいは

規則第16条第2項の基準に適合した袋に入れ、容量に合っ

た有料ごみ処理券を添付して、それぞれの収集日時に、あ

らかじめ定められたごみ集積所(以下「ごみ集積所」とい

う)へ排出すること。 

なお、資源プラスチックは、内容物を除去し、汚れを落と

したうえで排出すること。 

４．スプレー缶、カセットボンベ、ライター等は、できる

だけ中身を使い切って他のごみとは別の袋に入れ、中身が

何かわかるよう表示して、陶器･ガラス･金属ごみの収集日

時にごみ集積所へ排出すること。 

５．水銀使用の体温計・血圧計は、他のごみとは別の袋に

入れ、中身が何かわかるよう表示して、陶器･ガラス･金属

ごみの収集日時にごみ集積所へ排出すること。 

６．びんはキャップを除去し軽く洗浄したうえで、缶は軽

く 

洗浄し簡易な圧縮をしたうえで、ペットボトルはキャップ

とラベルを除去し洗浄及び簡易な圧縮をしたうえで、それ

ぞれ規則第16条第2項の基準に適合した袋に入れ、容量に

合った有料ごみ処理券を添付して、回収日時に、びん･缶･

ペットボトル集積所に出される回収ケース(ペットボトルは

回収ネット)の横に置くこと。 

７．事業者が自らの責任で収集及び運搬を行い、区長の指

示する施設を利用して処分する場合は、燃やすごみと陶器･

ガラス･金属ごみとに分別するなど区長の指示に従うこと。 

８．条例第35条第1項に規定する有害性の物、危険性のあ

る物等の排出禁止物を排出してはならない。 

 

資源 
(再使用または再生利用

を目的として分別して収

集するもので、びん、

缶、資源プラスチック及

びペットボトルをいう) 

 

 

 

919ｔ 

(日量3.0ｔ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

区全域 

 

事業者が自らの 

責任で行うこと 

が原則である

が、区が回収す

る場 

合は原則として 

週１回回収す

る。 

 

事業者が

自らの責

任で行う

もののほ

かは、自

動車によ

る。 

事業者が自 
らの責任で 
行うものを
含め、原則 
として中間 
処理した
後、資源と
して 
売却または
資源化す
る。 
(茶色びん、
その他色び
ん、プラス
チック製容
器包装及び
一部ペット
ボトルは、
再商品化事
業者に引き
渡す) 

資源化可能な古紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

排出事業者自らが運搬又は法第７条第１項ただし書きに規

定する専ら再生利用の目的となる一般廃棄物 ( 以下「専

ら物」という。）のみを収集運搬する業者若しくは区の一

般廃棄物収集運搬業の許可業者に委託して収集運搬する。 

 

 

 

 

 

 
一般廃棄物と併せて処理 

する産業廃棄物 

222t 

(日量0.8ｔ) 

 

事業者が自らの責任で行うこ

とが原則であるが、一般廃棄

物の処理又はその処理施設の

機能に支障が生じない範囲に

おいて、家庭廃棄物及び事業

系一般廃棄物と併せて原則と

して月２回区が収集する。 

事業者が

自らの責

任で行う

もののほ

かは、自

動車によ

る。 

民間施設に
搬入し、資
源化処理を
したものの
ほかは、中
間 
処理した
後、埋立処
分する。 



 

 

 

 

 

 

 

（２）し尿、浄化槽汚泥等  

区 分 処理量 収集及び運搬方法 処分方法 区民・事業者の協力義務等 

家庭から生じたし尿 1.4t 

(日量0.005t) 

区が原則として月２回、吸い上げ自動車

により収集運搬する。 

東京二十三区

清掃一部事務

組合が管理す

る施設におい

て中間処理

後、下水道に

投入する。 

 

１．公共下水道処理区域内においてくみ取り便所が設けら

れている建築物を所有する者は､その便所を汚水管が公共

下水道に連結された水洗便所に改造するよう努めなくて

はならない。 

２．便槽内に布切れその他の異物を投入しないこと。 

３．くみ取り口等から雨水等が流入しないようにするこ

と。 
浄化槽汚泥、専ら居住用の

建築物から排出されるし尿

混じりのビルピット汚泥及

びディスポーザ汚泥 

120.6t 

(日量0.39t) 

 

一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者

が収集運搬する。 

事業活動に伴って生じたし

尿及びし尿混じりのビルピ

ット汚泥（専ら居住用の建築

物から排出されるし尿混じりの

ビルピット汚泥を除く。） 

一般廃棄物処

分業の許可を

受けた者が処

分する。 

（３）動物死体 

区 分 処理量 収集方法 運搬方法 処分方法 区民の協力義務等 

動物死体 504頭 

(日量1.6頭) 

占有者又は管理者が自らの責

任で行うもののほかは､申し

込みにより区が収集する。 

占有者ま

たは管理

者が自ら

の責任で

行うもの

のほか

は、自動

車によ

る。 

占有者また 

は管理者が自

らの責任で行

うもののほか

は、火葬によ

り処分する。 

１．区に引き取りを依頼する場合は、規則第19条に定める

動物死体届出書により、区長へ申し込むこと。 

２．収集、運搬及び処分に困難を生じないよう区の指示に

よること。 

備 考  

１「家庭廃棄物」における古紙については、区全域で集団回収による回収を行う。 

 

２ 中野区環境部に、びん・缶・ペットボトル集積所を記載した台帳（びん・缶・ペットボトル集積所台帳）及び集団回収集積場所を記載した台帳（集団回

収集積場所台帳）を備え、請求があった場合には閲覧に供する。 

 

３ 廃棄物の区分のうち、「一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）          

第2条第4項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号）第2条に掲げる産業廃棄物のうち、廃プラスチック類（原則とし

てプラスチック製造業及びプラスチック加工業から排出されるものを除く）、紙くず、木くず、金属くず（廃油等が付着しているものを除く）、ガラスく

ず及び陶磁器くずをいう。 

 

４ 「事業系一般廃棄物」及び「一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物」の収集・運搬・処理については、事業者が自らの責任で行うことが原則である。

ただし、常時使用する従業員の数が20人以下又は1日の平均ごみ排出量が50キログラム未満の事業者で、条例第24条の2に規定する届出を行った事業

者は、区が行う収集に排出することができる。 

 

５ 他自治体の一般廃棄物処理施設で処分される一般廃棄物については、関係する自治体と必要な協議等を行う。 

 

６ 処理量はトン単位未満を四捨五入しているため、別表の各処理量合計と告示文の処理量の見込み合計が一致しない場合がある。 

 


